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情報ひろば
市政のお知らせ

第３回土浦市行財政改革推進委員
会を開催します

問政策企画課（☎内線2384）

日時／11月13日（火）　午後１時30分から
　（受け付けは午後１時から）
場所／市役所本庁舎２階　研修室１・２
内容／第６次土浦市行財政改革大綱（案）及び実施　
　計画の検討
傍聴者定員／10人（先着順）

information市政のお知らせ
第４回土浦市中心市街地活性化基
本計画策定委員会を開催します

問都市計画課（☎内線2266）

日時／11月６日（火）　午前10時30分から
　（受け付けは午前 10時から）
場所／市役所本庁舎３階 　301・302会議室
内容／パブリックコメントの結果について、二期計
　画についてなど
傍聴者定員／10人（先着順）

information市政のお知らせ

市政のお知らせ information

問消防本部予防課（☎821‐5967）
平成30年秋季全国火災予防運動

　11月 9 日（金）から15日（木）まで、「忘れてない？サイフにスマホに火の確認」をスローガンに、全国火
災予防運動が実施されます。火の取り扱いに注意し、火災予防を実践しましょう。

○全ての住宅の寝室などに、住宅用火災警報器の設置が義務化されています。火災から自分の命を守るた
　めに住宅用火災警報器を設置しましょう。

平成30年度土浦市火災予防ポスター展
とき／①11月２日～11日、②11月12日～21日
場所／①市役所　２階展示スペース、②イオンモール土浦　１階中央通路

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置 
   する。
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため 
   に、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器な
   どを設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、近隣  
   の協力体制をつくる。

３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使  
   用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を 
   消す。

広　告
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情報ひろば
市政のお知らせ

平成30年度第２回土浦市議会
報告会を開催します

問議会事務局（☎内線2274）

　土浦市議会では、開かれた議会を目指し、議会か
らの報告と市民の皆さんとの意見交換を行います。

日時／11月10日（土）　午後２時から
　（開場は午後１時30分）
場所／市民会館　小ホール
内容／議会からの報告、意見交換

information市政のお知らせ
リサイクル自転車を販売します

問生活安全課（☎内線2299）

　10月20日（土）から次の再利用自転車取扱店でリ
サイクル自転車を販売します。

※価格や販売方法など、詳しくは各取扱店へお問い
合わせください。

市政のお知らせ information

店舗名 所在地 電話
岡野輪店 川口一丁目 821‐0720
豊崎自転車商会 城北町 821‐2125

寄　付　者 金額・物品
株式会社宇田川コーポ
レーション

童話集「童話の花束」
4500部

土浦ライオンズクラブ 図書
相川圭子チャリティー
講演会実行委員会 10万円

中川ひで子 ３万円

土浦ロータリークラブ デジタルサイネージ
２台

寄　付　者 金額・物品
雅電設株式会社 100万円
土浦中央ロータリー
クラブ プランター　４基

株式会社ノジマ

４Kテレビ（49型）　３台
４Kテレビ（55型）　３台
ポータブル電源
翻訳機　５台

常陽ボランティア倶楽部 飲料水

平成30年度上半期寄付・寄贈
平成30年４月から９月までにいただいた、寄付・寄贈品を公表します。
※掲載の承諾をいただいた方のみ（順不同、敬称略）

情報ひろば
市政のお知らせ

問土浦市地域公共交通活性化協議会（都市計画課内　☎内線2382、
　 FAX826‐3401、 toshikoutu@city.tsuchiura.lg.jp）

バスの評価を行う市民モニターを募集します

モニター期間／11月中旬～12月中旬
対象者／市内に居住または通勤・通学し、市内を運

行する路線バスを普段利用する機会がある方
内容／期間中に10回以上バスに乗り、簡単な評価

シートを作成
※初乗り分の回数券を10枚支給します。

募集人数／10人（定員を超えた場合は抽選）
応募方法／住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、

バスの利用頻度、普段利用しているバス路線名を
記入して郵送、ファクス、メールまたは電話で
応募締切／11月９日（金）（必着）

　市内で運行されている路線バスのサービスおよび、快適性の向上を図るため、バスの評価を行う市民モニター
を募集します。
※路線の開設や延伸、時刻表の変更などをバス事業者に要望するものではありません。

information市政のお知らせ


